
氷見市加納地内における営農型太陽光発電設備設置設計・工事業務委託に係る 

公募型プロポーザル審査要領 

 

１ 目的 

この要領は、氷見市加納農地における営農型太陽光発電設備設置設計・工事業務委託の

契約候補者を選定するためのプロポーザル審査方法について定めることを目的とする。 

２ 審査の方法 

契約候補者選定の審査方法は以下のとおりとする。 

(1) 審査委員 

プロポーザル選定委員会委員は５名とするが公表はしない。 

(2) 企画案、事業実施能力等に関する審査 

審査項目及び配点は、別紙のとおりとする。 

プレゼンテーションの技量は点数化しない。 

(3) プロポーザル審査の対象 

企画提案者が提出した提案書 

(4) 契約候補者の決定方法 

各委員の別紙２ (1)「評価項目及び評価内容に係る評価」における採点の合計を委員

数で除した評価点（８０点満点）と(2)「提案価格に係る評価」点（２０点満点）との合

計である総合評価点（１００点満点）により順位を付す。なお、評価点は小数点第１位

を四捨五入により求めることとする。 

(5) 複数の同得点者が生じた場合 

複数の同得点者が生じた場合は、各委員の協議によってその順位を決定する。 

(6) 最低基準 

総合評価点の７割（７０点）を最低基準点とし、最低基準点を満たさない提案者 

は選定の対象としない。 

(7) 応募者が 1 者の場合の取扱い 

最低基準点を満たす場合は、当該提案者を契約候補者とする。 

(8) 審査における利害関係者の排除等 

利害関係者による応募に関しては、審査委員は審査を辞退する（審査に加わらな 

い）こととする。この場合、他の審査員による点数の平均点を加算する。また、応 

募者が審査委員に対して故意に接触を求める行為を行った場合は失格とする。 

３ その他 

この要領に定めるもののほか、審査に関し必要な事項は、審査委員が協議の上、決 

定する。 

 

 



別紙１ 

プロポーザル選定委員会委員名簿（案） 

区 分 職 氏 名 

委 員 氷見市農業協同組合 常勤理事 江添 章臣 

委員長 
氷見ふるさとエネルギー株式会社 代表取締役社長 

（氷見市 副市長） 
篠田 伸二 

委 員 氷見ふるさとエネルギー株式会社 常務取締役 大石 克哉 

副委員長 
氷見ふるさとエネルギー株式会社 取締役 

（北陸電力株式会社 高岡支店長） 
茶谷 修治 

委 員 氷見市 市民部 環境保全課長 ●● ●● 

 

  



別紙２ 

（１）「評価項目及び評価内容に係る評価」 

以下の各項目の評価内容に基づき、各項目の配点の合計を 80 点満点として採点 

し、各委員の採点の合計を委員数で除して算出する。 
評

価

分

類 

評価 

項目 
審査内容 

評価 

基準 

様式 

番号 
配点 

実

績

・

体

制 

業務 

実績 

・地方公共団体発注の国交付金等など同様な補助事

業を活用した業務の実績が豊富であるか。 
・本業務など太陽光発電所の施工や営農型太陽光発

電設備の施工などの業務の実績は豊富であるか。 

５段階

評価 
Ⅰ－１ ５点 

実施 

体制 

・本業務の実務者として十分な専門的知識やノウハ

ウ・技術力を有し、事業を安全かつ確実に行うこと

ができる能力・経験を有しているか 
同上 Ⅰ－２ 10 点 

・発注者からの要望等に迅速かつ柔軟に対応できる

業務支援体制であるか。 
・発注者が行う関連業務や地元調整等における支援

内容と方法は充実しているか。 

同上 Ⅰ－３ 10 点 

技

術 

太

陽

光

発

電

設

備

設

置

の

設

計

・

工

事 

提

案

の

的

確

性 

・仕様内容を踏まえ、風圧・積雪・地震等に耐えられ

る構造であり、かつ想定される各種荷重に対して

安全性が確保されており、安全性の高い仕様工法

となっているか 
・地形、周辺環境、自然条件（塩害等）及び営農作

物の生産等への対応は妥当か 
・発電設備の容量（DC・AC）は現地調査等を踏まえ

た妥当かつ最大限の発電量で二酸化炭素の削減効

果が大きいか 
・長期的な発電事業を考慮した提案になっているか。 

同上 
Ⅱ－１ 

Ⅱ－２ 
20 点 

費

用

対

効

果 

・構築費（１kW あたりの構築費用）が十分に抑えら

れており、高い事業性（１kWh あたりの構築費用）

を有するものか。 
・ランニングコストを低減するため、創意工夫のある提

案になっているか。 

同上 Ⅱ－３ 20 点 

工 
程 
計 
画 
・ 
手

順

等 

・作業スケジュールが実施手法に対して、妥当かつ

現実的か。 
・想定される課題及び解決手段・手順が具体的に示

されているか。 
・地元への工事説明等の施工上重要なポイントを捉

えているか。 

同上 Ⅱ－４ 15 点 



実績・体制及び技術評価点合計 80 点 

 

 

 

「評価項目及び評価内容に係る評価」の採点方法（５段階評価） 

評価 評価基準 評価の点数化 

Ａ 
当該評価項目において非常に優れている。 項目ごとの配点×1.00 

Ｂ 
当該評価項目において優れている。 項目ごとの配点×0.75 

Ｃ 
当該評価項目において一定の効果が認められる提

案がなされている。 

項目ごとの配点×0.50 

Ｄ 
当該評価項目において、ある程度の効果が認められ

る提案がなされている。 

項目ごとの配点×0.25 

Ｅ 
当該評価項目において効果が認められない、または

提案に具体性がない。 

項目ごとの配点×0.00 

 

（２）「提案価格に係る評価」 

   見積書に記載された提案価格で行うものとする。「提案価格に係る評価」点につい

ては次式で計算するものとし、その計算にあたっては小数点以下第１位を四捨五入の

うえ、上限を 20 点とする。（次式で求められる数値が上限を超えるものは 20 点とす

る。） 
 
                ―10.0×提案価格 
「提案価格に係る評価」点＝            ＋10.0  ×10 
                 見積限度額 

 

※限度価格は、２７０，０００，０００円（消費税及び地方消費税相当額を含まない。） 

 


